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第１ 適用範囲 

本共通仕様書は、黒石市と受注者との間における「黒石市まちなかエリアリノベーション

プラン策定等業務委託」の実施に必要な事項について定めるものである。 

 

第２ 業務の着手 

受注者は、別に定めがある場合を除き、契約締結の日から起算して 14 日以内に、業務に

着手しなければならない。 

 

第３ 適用基準等 

１ 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等（以下、「適用基準等」とい

う。）は、特記仕様書による 

２ 受注者は、適用基準等により難い事案が発生した場合は、あらかじめ監督員と協議し

なければならない。 

３ 市販されている適用基準等は、受注者の負担において備えるものとする。 

 

第４ 提出書類 

１ 受注者は、契約締結後、監督員に関係書類を速やかに提出しなければならない。 

（１）管理技術者通知書 

（２）主任担当技術者通知書 

（３）工程表 

２ 様式が定められていない書類は、監督員の指示による。 

 

第５ 業務計画書 

１ 受注者は、契約締結の日から起算して 14 以内に、監督員に業務計画書を提出しなけ

ればならない。 

２ 業務計画書には、次の事項を記載することとする。 

（１）実施工程表 

（２）業務実施体制（協力事務所も記載すること） 

（３）管理技術者の主な実績等 

（４）主任担当技術者の経歴等 

３ 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、その理由を明確にし、監督員に変更

業務計画書を提出しなければならない。 

４ 監督員が指示した場合は、追加の書類を提出しなければならない。 
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第６ 守秘義務 

受注者は、契約書の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはな

らない。 

 

第７ 再委託 

１ 受注者は、計画及び総合分野を再委託してはならない。ただし、主たる業務以外の業

務については認める。 

２ 再委託する場合は、監督員の承諾を得たうえで、委託した業務の内容を明示した書面

により行うこととする。なお、協力事務所が本プロポーザルの説明書第２の１（１）ウ

からサまで及び（２）ウ又はエの条件を満たしていること。 

 

第８ 資料の貸与及び返却 

１ 発注者は、必要に応じて保有する資料等を貸与する。 

２ 受注者は、貸与を受けるとき、又は、借り受けた資料等を返却するは書面により行う

こととする。 

３ 受注者は、借り受けた資料等を適切に管理し、発注者の了解なく第三者へ提供しない

こととする。 

４ 借り受けた資料等は、業務完了時返却することとする。 

 

第９ 技術者の資格 

管理技術者及び主任担当技術者の資格は、特記仕様書による。 

 

第 10 関係法令の遵守 

受注者は、業務を実施するに当たり、関係する法令、条例等を遵守しなければならない。 

 

第 11  関係官公庁への手続 

１ 受注者、業務を実施するに当たり、発注者が行う関係官公庁等への手続に協力するこ

ととし、また、関係官公庁等へ手続が必要な場合は、速やかに行い、その内容を監督員

に報告しなければならない。 

２ 受注者が、関係官公庁等から協議等を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報

告し、必要な協議・検討を行うこととする。 
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第 12 打合せ及び記録 

業務を円滑に実施するため、各管理技術者と監督員は密に連絡を取り、業務の方針や条件

等の疑義を正すものとし、その内容については、遅滞なく受注者が書面に記録し、相互に確

認しなければならない。 

 

第 13 履行報告 

受注者は、毎月、監督員が指定する日までに履行報告をしなければならない 

 

第 14 条件変更等 

受注者は、仕様書等に明示されていない履行条件について、予期することのできない事態

が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規

定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 

 

第 15 一時中止 

発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、業務の全部又は一部を一時

中止させるものとする。 

（１）関連する他の業務に進捗の遅れが生じたことにより、業務の続行が不適当と認めた

場合 

（２）天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、業務の対象箇所の状態や受

注者の業務環境が著しく変動したことにより、業務の続行が不適当又は不可能とな

った場合 

（３）受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と

認めた場合 

 

第 16 履行期間の変更 

１ 受注者は、契約書の規定により履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延

長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければ

ならない。 

２ 受注者は、契約書の規定により履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工

程表を提出しなければならない。 


